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本研究では，警察庁が公表している交通規制 DB に含まれている横断歩道と信号，DRM，歩行者事故デ

ータを GIS 上で統合し，2020年の交通事故統計に記録されている千葉県内の単路における乱横断事故を対

象として，最寄り横断歩道からの距離に着目した分析を行った．その結果，単路における乱横断事故の約

60％は，横断歩道から 100ｍ以内で発生していることが示された．車道幅員が 5.5～9.0ｍで，大半の乱横

断事故が発生しており，片側 2 車線以上と想定される道路ではほとんど発生していないことが示された．

車道幅員が広い道路ほど横断歩道から 50ｍ以内で発生している割合が高くなっており，道路交通環境や歩

行者属性によって，最寄り横断歩道からの距離が変化していることが示された．
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1. はじめに

警察庁は日本全国の交通規制データベース(以下，交

通規制DBとする)を集約して，日本道路交通情報センタ

ーのホームページで公表している．この交通規制 DB は，

全国の都道府県警察が管理・運用している 109種類から

なる交通規制情報を，警察庁が指定した標準フォーマッ

トに変換したうえで集約し，2021年から，随時更新しな

がら公表しているものである．

本研究は，これらの交通規制 DB のなかで横断歩道と

信号に着目して，歩行者事故との関係を分析するもので

ある．歩行者事故の中で横断歩道外を横断時に発生した

ものは，多くの割合を占めており，横断歩道の利用を促

進することにより，歩行者事故が抑止可能であると考え

られる．そのためには，歩行者が横断歩道を利用しない

で横断する要因を明らかにする必要がある．

横断歩道の設置方法に関しては，道路構造令の解説と

運用1）では『可能な限り，歩行者の自然な流れに合致さ

せる』とされている．交通規制基準2）では，信号機が設

置されている地点には横断歩道を設置することとされて

おり，『横断歩行者が多く、歩行者の安全を確保する必

要がある場所』に設置することが定められている．横断

歩道の間隔は，『市街地においては，おおむね 100メー

トル以上，非市街地においては，おおむね 200メートル

以上とする』とされているが，横断歩道間隔の上限等に

ついては記述されていない．より詳細な横断歩道の設

置・運用に関わる指針があれば望ましいと考えられるた

め，本研究は，これらの法令や基準には示されていない，

横断歩道や付随して設置されている乱横断防止のための

防護柵の具体的な運用指針の参考となるデータを提示す

ることを目的としている．

2. 歩行者の横断時の交通規則

歩行者が道路を横断するときに，道路交通法で示され

ている車両等と歩行者の義務のなかで，重要なものを示

すと，表-1のようになる．付近に横断歩道が存在する場
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合には，信号機の有無に関わらず，歩行者は横断時に横

断歩道を利用することが義務付けられている．歩行者が

信号に従って横断歩道を横断している場合，又は無信号

の地点で横断歩道を横断している場合には，歩行者が完

全に優先となっている．

また，歩行者が横断歩道外を横断するときには，歩行

者には車両の直前直後を横断してはならない義務があり，

車両と歩行者の双方に一定の義務が課されている．

3. 研究の方法

千葉県内を対象として，デジタル道路地図(DRM)を活

用して，GIS で管理されている歩行者事故データと交通

規制データを統合して分析することにより，横断歩道外

横断によって発生した歩行者事故と横断施設の位置関係

を明確にした．そのうえで，横断歩道，信号等の横断施

設と横断歩道外横断による歩行者との距離が歩行者事故

に与える影響を分析した．

(1) 利用データ

日本道路交通情報センターのホームページ4）で公開さ

れている交通規制 DB は，都道府県単位で集約されて随

時更新されている．横断歩道や信号の交通規制データは，

2021年 3月時点で作成されているものを活用することと

した．歩行者事故に関しては，2020年に千葉県内で発生

した横断歩道外横断による歩行者事故を分析対象とした．

なお，歩行者が第 1当事者となった事故は分析から除い

た．DRM は，住友電工から販売されている全国デジタ

ル道路地図データベースの2013年度版を利用した．

(2) 交通規制DBに含まれる横断歩道データの加工

警察庁の標準フォーマットに変換された交通規制 DB
には，横断歩道の設置地点の 1点の緯度経度情報と横断

歩道の本数が記録されている．この横断歩道情報を，図

面上でわかりやすく示すと，図-1 の左側のとおりである．

横断歩道が単独で設置されている地点のほか，複数設置

されている交差点等においてもそれらを取りまとめて代

表する 1点の緯度経度情報が記録されており，付随情報

として，交差点等を単位としてまとまって存在する横断

歩道の本数が記録されている．

この横断歩道データでは，横断歩道外横断による歩行

者事故が横断すべき横断歩道を区別することができない．

そのため，交通規制データベースに記録されている横断

歩道データを基に，GoogleMap を活用して，全ての横断

歩道の 2つの端点の緯度経度情報を記録した．歩道が設

置されている地点においては歩車道境界を，歩道が設置

していない道路は官民境界を基準として，図-1 の右図の

ように，自動車の進行方向からみて両側端の中心付近を

図-1 交通規制DBの横断歩道データと加工方法

表-1 道路横断時の車両と歩行者の主な義務

車両等の義務 歩行者の義務
 車両等は、横断歩道等
によりその進路の前方を
横断し、又は横断しよう
とする歩行者等があると
きは、当該横断歩道等の
直前で一時停止し、か
つ、その通行を妨げない
ようにしなければならな
い。(道路交通法38条)

 歩行者は、道路
を横断しようとす
るときは、横断歩
道がある場所の附
近においては、そ
の横断歩道によっ
て道路を横断しな
ければならない。
(道路交通法12条)

信号
制御

 道路を通行する車両等
は、信号機の表示する信
号に従わなければならな
い。(道路交通法7条)

 道路を通行する
歩行者は、信号機
の表示する信号に
従わなければなら
ない。(道路交通法
7条)

交差
点

 車両等は、交差点又は
その直近で横断歩道の設
けられていない場所にお
いて歩行者が道路を横断
しているときは、その歩
行者の通行を妨げてはな
らない。(道路交通法38条
2)

 歩行者は、車両
等の直前又は直後
で道路を横断して
はならない。(道路
交通法13条)

単路

 車両等の運転者は、当
該車両等のハンドル、ブ
レーキその他の装置を確
実に操作し、かつ、道
路、交通及び当該車両等
の状況に応じ、他人に危
害を及ぽさないような速
度と方法で運転しなけれ
ばならない。(道路交通法
70条)

 歩行者は、車両
等の直前又は直後
で道路を横断して
はならない。(道路
交通法13条)

横断歩道

横断
歩道
外

交通規制データの
標準フォーマット

横断歩道数:３
(設置地点は記録なし)

地点の緯度・経度

横断歩道数:３

地点の緯度・経度

加工後

×

× ×

×
× ×

×地点の緯度・経度
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プロットすることにより，横断歩道データを加工した．

(3) 横断歩道外横断歩行者と横断施設の距離計算

横断歩道外横断による歩行者事故発生地点から横断施

設までの計測方法の概略は図-2 に示すとおりである．

GISエンジンに GeoConicを活用した交通事故分析システ

ムを構築し，DRM，交通規制DBに含まれる横断歩道と

信号のデータ，当事者の進行方向方位角が含まれる交通

事故データを入力した．

この交通事故分析システムを活用して，マップマッチ

ングにより，DRM と交通規制 DB(横断歩道、信号)を接

続した．そのうえで，交通事故の歩行者当事者の進行方

向方位角を活用して，歩行者が横断した DRM リンクを

特定した．当該 DRM リンクを上下方向に検索して，信

号設置横断歩道，無信号横断歩道を検索し，これらの地

点までの道のり距離を算出した．

DRM リンクの検索ルールとしては，図-3 に示すとお

りである．歩行者事故発生地点から，DRM リンク単位

で両方向に向かって DRM を検索した．ノードでは，切

角が 30 度以内の DRM リンクの中で最も切角が小さい

DRMリンクを選択し，ノードで切角が 30度以上の道路

リンクしか存在しない場合や道のり距離が歩行者事故発

生地点から 500ｍまで達した場合には，検索を終了した．

4. 分析結果

第 2当事者が横断歩道外横断の歩行者であった 506件
の歩行者事故のうち，294件(約 58.1％)が横断歩道の設置

されていない交差点で発生したものである．表-1 に示さ

れているとおり，無信号交差点において歩行者に横断を

禁止させるような法的根拠はなく，自然な経路に沿った

歩行行動も多いのではないかと思われる．

(1) 道路交通環境の観点からの分析

図-4 は，横断歩道外横断事故発生地点の道路形状を交

差点と単路に分類したうえで，最寄り横断歩道までの距

離別の割合を集計したものである．単路における横断歩

道外横断事故を乱横断事故と定義し，乱横断事故におけ

る最寄り横断歩道までの距離は，50m 以内が 37.7％，50
～100ｍ以内が 21.2％で，100ｍ以内が 60％近くを占めて

おり，わずかな距離を迂回しないで乱横断事故に遭遇し

ていることが推定できる．

図-5 は，乱横断事故発生地点の車道幅員別に最寄り横

断歩道までの距離別の割合を集計したものである．乱横

図-2 最寄り横断歩道の検索

図-3 DRMの検索方法

図-4 横断歩道外横断事故の最寄り横断歩道までの距離

(千葉県,2020)

図-5 車道幅員別の乱横断事故の最寄り横断歩道までの距離

(千葉県,単路,2020)
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断事故発生地点の車道幅員の多くが 5.5～9.0ｍとなって

いた．また，車道幅員が広い道路ほど 50ｍ以内の割合

が高くなっており，横断歩道の近傍における割合が高く

なっていることが示されている．

図-6 は，最寄り横断歩道の信号有無別に最寄り横断歩

道までの距離別の割合を集計したものである．信号あり

の道路ほど，最寄り横断歩道まで 100ｍ以内の割合が高

くなっており，横断歩道の近傍における割合が高くなっ

ていることが示されている．

図-7 は，昼夜別に乱横断事故の最寄り横断歩道までの

距離別の割合を集計したものである．夜間において，50
ｍ以内の割合がやや高くなっていることが示されている．

(2) 歩行者の属性の分析

図-8 は，乱横断事故の歩行者の年齢層別に最寄り横断

歩道までの距離別の割合を集計したものである．25～64
歳と 65 歳以上では大きな差はみられないが，24 歳以下

は，事故件数は少ないものの，50～100ｍの割合がやや

高くなっていることが示された．子供は，横断歩道付近

では，横断歩道を利用する傾向が高い可能性もあるので

はないかと思われる．

このように，乱横断事故の最寄り横断歩道までの距離

が，道路交通環境によって変化していることが確認され

た．大きな問題としては，単路部においては横断歩道か

ら 100ｍ以内で 60％近くの乱横断事故が発生しており，

これらの対策が必要ではないかと思われる．そのために

は，歩行者を横断歩道に誘導していく仕組みが必要では

ないかと思われる．

5. 今後の課題

信号データに関しては，交通規制データでは高度化さ

れたデータになっておらず，運用や信号現示に関する情

報がなく，設置地点の緯度経度情報を活用しているだけ

である．交通安全に大きな役割を果たしている信号機の

効果を多角的に分析するためには，車両や歩行者に通行

権が与えられる方向や信号現示を組み合わせた信号階梯

図などと交通事故を組み合わせた分析が必要となってく

る．このような分析のためには，現在利用されている

GIS ではなく，高次元の情報が分析できるような高度化

されたシステムが必要になってくると考えられる．

道路インフラをマクロ的に捉えた場合には，実際の道

路や交通規制は頻繁に更新されるものではないため，デ

ジタル道路地図や交通規制 DB などのデジタル道路イン

フラは，数年間は同一のものを活用できると思われる．

ただし，交通規制 DB は，規制実施日は記録されている

が，規制実施以前の道路インフラや他の交通規制との関

係が明確ではない．各種交通規制の効果を多角的に検討

するためには，時間の概念を加えたGISの推進が望まれ

る．

横断防止柵や中央分離帯の設置状況やこれらの切れ目

と歩行者事故との関係を示して，これらの交通安全施設

図-6 乱横断事故の最寄り横断歩道の信号有無別最寄り横断

歩道までの距離(千葉県,単路,2020)

図-7 昼夜別の乱横断事故の最寄り横断歩道までの距離

(千葉県,単路,2020)

図-8 年齢層別の乱横断事故の最寄り横断歩道までの距離

(千葉県,単路,2020)
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による歩行者事故抑止効果や運用指針などを，より利用

しやすく定量的に示していく必要がある．

DRM では，中央分離帯が存在する道路では道路リン

クが上下別になっており，交差点においては上下別の交

差点ノードが存在する．このような交差点では，DRM
と信号，横断歩道で交差点ノードの位置や定義が異なっ

ており，道路交通法における交差点の定義とも同一では

ない．このような交差点の定義を整合させて分析を進め

ていく必要がある．
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